
本八幡駅北口駅前地区第一種再開発事業に伴う都市計画原案等の説明会資料 2023年7月

2017～2018年 勉強会実施

2019年6月 （仮称）本八幡北口駅前地区 まちづくり検討会設立

2021年2月 まちづくり方針（案）準備組合の区域を議決

2021年3月 準備組合設立

2023年3月 住民説明会実施（準備組合主催）

2023年9月 公聴会（予定）※申出があった場合

2023年11月頃 案縦覧、意見書の提出（予定）

2024年3月 都市計画決定(予定）

建物の老朽化

低未利用地の存在

歩行者ネットワークの不足

にぎわいの充実 等

再開発事業の活用

建物の不燃化・耐震化
防災性の向上

道路等の公共施設の整備

歩行者空間や広場等の創出

3．まちづくりの経緯と今後の予定

壁面後退
ライン
（全周）

市街地再開発事業

定める理由
土地を集約し、建築物を一体的に整備し、商業、業務及び都市型住宅からなる複合的、合理的かつ健

全な土地の高度利用と都市機能の更新を図るため

定める内容・制限

○公共施設（道路の拡幅）
・都市計画道路3・4・21号市川船橋線、区画道路

○建築物の整備に関する計画
・建築面積 ：約 6,600㎡
・延べ面積 ：約 114,900㎡

・建築敷地面積：約 9,900㎡
・容積対象面積：約 79,200㎡

・主要用途：住宅、商業、業務

高度利用地区

定める理由 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため

定める内容・制限
・容積率の最高限度:80/10以下
・容積率の最低限度：30/10以上

・建蔽率の最高限度:5/10以下
・建築面積の最低限度:200㎡以上

・壁面の位置の制限

地区計画

定める理由 商業・業務施設の充実と都心居住による複合市街地の整備等により、本市の中心市街地にふさわし
い都市拠点を形成するため

定める内容・制限

○地区施設
①区画道路
➁にぎわい通路
③広場状公開空地・広場
○建物の用途の制限
・良好な住環境や地域のコミュニティを阻害するおそれのある用途を制限する。

○建築物の敷地面積の最低限度
・敷地の細分化の抑制を図るため、敷地面積の最低限度（1000㎡）を定める。

○壁面の位置の制限
・歩行者空間を確保するため、境界からの壁面後退（3～4m）を定める。

○壁面後退区域における工作物の設置制限
・自転車駐車用工作物、自動販売機など、歩行者の妨げとなるような工作物を設置してはならない。

○建築物等の形態又は意匠の制限
・良好な市街地環境・景観を損なう建築物の色彩や屋外広告物の掲出を制限する。 市川市 街づくり部 街づくり整備課・街づくり計画課

葛飾八幡宮

本八幡駅

北口駅前地区

市役所

第一庁舎

施行区域 事業完了

2．都市計画【抜粋】

１．計画地・再開発事業について ・地区計画の内容

➁にぎわい通路
（幅員7ｍ）

➢ 建物低層部と一体的に
商店街と連続する空間
の創出

経緯

予定

■ 建築物の敷地面積
の最低限度（1,000㎡）

■壁面の位置の制限
（3～4ｍ）

■建築物等の用途の制限
（工場・倉庫・ぱちんこ屋・性風俗業等）

■壁面後退区域における工作物の
設置の制限

■建築物等の形態又は色彩
その他の意匠の制限
（アースカラーを中心に
市川市景観計画の色彩表に
適合するもの）

③広場状公開空地
（約200㎡）

➢ 歩行者の滞留空間・憩いの場

③広場
（約200㎡）

➢ 駅利用者の滞留空間
➢ 地域のにぎわい形成

・交流促進

①区画道路
（幅員6ｍ）

➢ 歩行者の
安全性・快適性
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